
                     
１．災害発生の推移、事故概要等 

① 災害発生件数は、１９５６年（昭和３１年）の６７１件をピークに減少し、直近  
５年では、平成２４年は５６件、平成２５年は７９件、平成２６年は７７件、平成
２７年は６０件、平成２８年は６６件と、ほぼ横ばいで推移している（図１、２参
照）。 

  
② また、人身被害については、災害発生件数の減少に伴い、死傷者数も年々減少し  

ており、１９６０年までは千名を超えていた死傷者数は、近年では概ね４０名前後
で推移している。また、このうち死亡者数は、１９８０年以降、ほとんどの年で１
桁台であったが、昨年１２月に事故発生後８日後に被災者が死亡する事故が発生し
た（統計では事故後５日以内に死亡した者を死者としているため、統計上にはカウ
ントしていない。）。（図１、２参照）。 
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図１ 昭和３０（１９５５）年以降の事故件数の推移 
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図２ 直近１０年間（平成１９（２００７）年～平成２８（２０１６）年）の 
事故件数の推移 
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［Ａ級事故］ 
 ・死者５名以上 
 ・死者及び重傷者が合計して１０名以上 
 ・死者及び負傷者が３０名以上 
 ・甚大な物的損害が生じたもの、等 

［Ｂ級事故］ 
 ・死者１名以上４名以下 
 ・重傷者２名以上９名以下 
 ・負傷者６名以上２９名以下 
 ・多大な物的損害が生じたもの 
 ・一年以内に同一事業所で発生し
たＣ級事故 等 

［Ｃ級事故］ 
 ・Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故 

（「火薬類事故措置マニュアル」より） 

◎事故の分類 

 
③ 直近１０年間、Ａ級※相当の事故は発生していない。 
  また、事故発生件数及び死傷者数をみると、過去１０年間を通じて事故件数は増

加傾向にあるものの、死傷者数はほぼ横ばい傾向にあり、平成２８年は死傷者数が
昨年よりも減少している。（図２参照） 
 

◎人的被害の定義 
 

・死者   事故発生後、５日以内に死亡が確認された者 
・重傷者  事故発生後、３０日以上の治療を要する負傷をした者 
・軽傷者  事故発生後、３０日未満の治療を要する負傷をした者 



表１ 平成２８年Ｂ級事故概要 
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④ 平成２８年、Ａ級事故はなかったが、５件のＢ級事故が発生している（表１参

照）。うち、３件が一年以内に同一事業所で発生したＣ級事故。 
 

⑤ 平成２８年の事故発生状況は表２のとおり。事故件数６６件のうち、５３件がが
ん具煙火を含む煙火の消費に関する事故であった。その他、産業火薬の製造や、発
破等の消費中の事故が発生している。 

取扱 発生日時 発生場所
死
者

級 事故概要

産業火薬
消費中

1/18
12:15頃

岩手県
陸前高田市

0 0 - 0 Ｂ

岩盤採掘における盤下げ発破作業を行った際、防爆マット（1.5m×0.75
ｍ）が約52ｍ離れた民家の屋根に飛び、瓦9枚及び雨樋1m程度を破損させ
たもの。

※事故内容はC級事故であるものの、１年以内に同一事業所で起きた事故
であることから、事故措置マニュアルに基づき「B級事故」の扱い。

煙火
消費中

7/17
20:16頃

愛知県
常滑市

0 0 - 0 Ｂ

常滑瀬木区天王祭りにおいて、小型煙火を消費中、発射の約２秒後に開発
すべきところ、発射直後に開発したもの。（過早発）

※事故内容はC級事故であるものの、１年以内に同一事業所で起きた事故
であることから、事故措置マニュアルに基づき「B級事故」の扱い。

煙火
消費中

8/14
19:58頃

栃木県
芳賀郡

0 0 - 0 Ｂ

花火大会において、地割れ花火（地面で開花させる花火）5号10発を消費
中に、燃えかすが立入禁止区域ないの下草に着火し、260㎡を焼失したも
の。
主催者従業員が消火活動を行い、火災覚知から13分後に鎮火を確認した。

※事故内容はC級事故であるものの、１年以内に同一事業所で起きた事故
であることから、事故措置マニュアルに基づき「B級事故」の扱い。

煙火
消費中

8/20
20:40頃
21:30頃

山形県
鶴岡市

0 1 - 2 Ｂ

花火大会において、煙火玉の破片が消費位置から約２７０ｍ及び約２６０
ｍ地点（何れも安全距離外）に落下し、観客２名が軽傷（眼部擦過傷、前
額部打撲擦過傷）を負ったもの。その後、煙火玉の破片が消費位置から約
３８０ｍ地点（安全距離外）に落下し、観客１名が重傷（頭蓋骨骨折）を
負ったもの。

※社会的影響が大きいと認められるため、事故措置マニュアルに基づき
「B級事故」の扱い。

煙火
製造中

12/12
15:48頃

静岡県
藤枝市

0 2 - 0 Ｂ
煙火製造所内において、露天テント内で試製中の煙火が何らかの原因で発
火し爆発したと推測される。２名が重傷（全身火傷・手首欠損１名、顔
面・手首火傷１名）を負った。

負傷者
（重-軽）



表２ 平成２８年事故総括表 

注）煙火はがん具煙火を除く。 4 

取　扱 種類別 件数 計 人数 計

①製造中 産業火薬 2 0 1 － 4

製造中 煙　火 2 0 2 － 0

製造中 がん具煙火 0 0 0 － 0

②消費中 産業火薬 4 0 0 － 0

消費中 煙　火 45 0 3 － 10

消費中 がん具煙火 8 0 0 － 3

③運搬中 産業火薬 0 0 0 － 0

運搬中 煙　火 0 0 0 － 0

運搬中 がん具煙火 0 0 0 － 0

④貯蔵中 産業火薬 0 0 0 － 0

貯蔵中 煙　火 0 0 0 － 0

貯蔵中 がん具煙火 0 0 0 － 0

⑤がんろう中 産業火薬 0 0 0 － 0

がんろう中 煙　火 0 0 0 － 0

がんろう中 がん具煙火 0 0 0 － 0

⑥その他事故 産業火薬 4 0 1 － 3

その他事故 煙　火 1 0 0 － 0

その他事故 がん具煙火 0 0 0 － 0

合　計 産業火薬 10 0 2 － 7

煙　火 48 0 5 － 10

がん具煙火 8 0 0 － 3
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２．平成２８年に発生した特記すべき事故 
  
 ① 煙火製造所における煙火試製中（推定）の事故 
   静岡県の煙火製造所において、露天のテント内で（試製中と考えられる）煙

火が何らかの原因で爆発する事故が発生した。（重傷者２名。うち１名は事故
発生８日後に死亡。） 

   当該事故は、ひきつづき事故状況や原因等を調査中であるものの、煙火の試
製作業において、金属製の円板の上で型に填薬した火薬を杵でたたく作業（星
打ち作業）中、打撃や摩擦により型の中の火薬が最初に発火・爆発し、その結
果周囲に置かれていた原料火薬類を誘爆し、大きな爆発につながった可能性が
高いと考えられる。 

   火薬類の試製は危険工室内で行い、使用する火薬類の量や製造設備・器具等
を適切に取扱うとともに、保護具を使用する等の安全対策を講じることが重要
であると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                        写真１．金属円板の爆発痕 
      図１．星打ち作業イメージ図 
 
 ② 打揚煙火の部品落下による事故 

 花火火大会において、煙火玉の破片等が落下し、安全を確保するための距離
を越えて煙火玉の破片等が観客に当たり負傷する事故が２件発生した（山形
県：重傷者１名、軽傷者２名、神奈川県：軽傷者２名）。 
 これらの事故については、風の影響により、煙火玉の破片等が想定していな
かった距離を飛散したことが原因と考えられる。 
 このため、安全を確保するための距離については、想定されている風向・風
速を確認するとともに、当日の気象状況を把握し、花火大会開始後であっても
風向・風速等に応じて中止判断を行うための基準を設ける等の検討を行うこと
が重要である。 
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